
 

とうきょう特産食材使用店登録制度 

登録対象店  

 都内（区部及び多摩地域）において営業している飲食店等 

登録方 法 

 外部審査委員による審査会により、登録店を決定                                           

申請条 件  

 以下のすべての条件を満たすものとします。 

（１）東京産農林水産物を概ね年間を通じて使用し、その情報を店内、メニュー等に表示するなど、

積極的に来店者に情報提供していること。 

（２）来店者に東京産農林水産物の生産地、流通方法等の情報を提供するなど、地産地消の推進に

つながる取組を行っていること。 

（３）今後も東京産農林水産物を積極的に使用する意欲があること。 

（４）都による申請書記載内容の公開（ホームページ等への掲載、報道機関等への紹介等）を承諾

し、都が実施する食育・地産地消推進のための施策に協力すること。 

とうきょう特産食材使用店の責務 

 使用店は次の責務を有します。 

（１） 東京産農林水産物を使用店において、料理等に使用し、来店者に積極的に提供する。なお、料 
理を提供できない期間がある場合は、その旨を店頭、メニュー、ホームページ等で明示するなど、 
来店者に対して情報提供すること。 

（２）交付された登録証、表示看板等を店頭又は店内の見やすいところに掲示し、自ら使用店であるこ

とをＰＲする。また、インターネットで店に関する情報を発信する際は、可能な限り使用店である

ことを明記する。 
（３）メニュー等に使用店のロゴ等を活用し、使用店であることを積極的に記載する。 
（４）使用する東京産農林水産物の産地等を可能な限り区市町村名までメニュー又は見やすい場所に掲 

示し、来店者に農林水産物やその関連情報を説明できるようにする。 
申請方 法   

 所定の申請用紙に必要事項を記入し、料理等の写真を添付の上、以下の送付先まで郵送または

メールでお申し込みください。なお、申請用紙については、東京都産業労働局農林水産部ホーム

ページ 

（https://www.ouenten.metro.tokyo.lg.jp/）  

からダウンロードできます。 

 

 送付先：〒163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁第一本庁舎 21階南 

     東京都産業労働局農林水産部食料安全課 

 e-mail：S0000751@section.metro.tokyo.jp 

申請期 間  

令和４年５月２５日（水）から６月３０日（木）まで（必着）    

登   録  

９月を予定  

 

 

 

 


